
島根県の結核の現状と今後の方針について

⇒新規患者数、罹患率とも年々減少し、令和元～３年は推進計画の目標達成（R2：10.0）に
至ったが、令和４年は10.2となり目標を上回った。

○ 新規患者数：67人（R3年：54人） 全国：10,235人（R3年：11,519人）

○ 罹患率（人口10万対）：10.2 （R3年：8.1）
【県：推進計画目標値：R2年 10.0

全国：8.2  （R3年：9.2）
【国：予防指針目標値：R2年 10.0】

○ 患者年齢：70歳以上 70.1％（R3年：75.9％） 全国：65.0％（R3年：63.5％）

○ 結核死亡率（人口10万対）：1.7（R3年：1.5） 全国：1.4 （R3年：1.5）

項 目 達成状況 現計画目標値

罹患率（人口10万対）R4年 10.2 10.0

重

点

施

策

第１．早期発見の推進 R4年

・発見の遅れ（発病～診断までの期間３か月以上） 10.0％ 10％以下

・受診の遅れ（発病～初診までの期間２か月以上） 15.0％ 10％以下

・診断の遅れ（初診～診断までの期間１か月以上） 29.6％ 10％以下

第２．定期の健康診断・予防接種 R4年度

・職域における定期の健康診断 実施報告書提出率 89.6％ 100％

受診率 96.5％ 95％以上

・施設における定期の健康診断 実施報告書提出率 92.2％ 100％

受診率 91.7％ 95％以上

・要精密検査受診率 63.9％ 100％

・定期の予防接種率 生後1歳時点 99.1％ 95％以上

第３．院内感染・施設内感染等の集団感染対対策 R4年

・結核集団感染発生件数 0件/年 0件/年

第３ 現行計画の取扱い（案）

・国における「結核に関する特定感染症予防指針」(以下、「指針」という。)は、少なくとも５年ごとに見直すこととなっている。
・指針は、平成28年11月25日に一部改正され、平成32（令和２）年までの目標を掲げているが、令和２年以降も指針の見直しは
されていない状況。

⇒未達成の目標値が多くあることから、現計画による施策の推進や進捗管理を実施し、
国の指針が改正されるのに合わせ、県計画の見直しをすることとしたい。

第１．結核患者の状況（R4年）

第２ 目標の達成状況
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